
規

則 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
中
「
若
し
く
は
三
分
の
一
の
額
」
を
「
、
三
分
の
一
若
し
く
は
四
分
の
一
の
額
（
百

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
三
号
（
一
）
及
び
様
式
第
三
号
（
二
）
中
「 
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
に

係
る
授
業
料
か
ら
適
用
す
る
。 

 

㊞
 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

□ 印
 

第
２
志
望

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
２
志
望

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

第
３
志
望

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 

」 

に
改
め
る
。 

を 


